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町立中学校臨時休業中の登校日中止について（お知らせ） 

 

 

 日頃は、本町教育行政に御理解・御協力をいただき誠にありがとうございます。 

 新型コロナ特措法に基づく緊急事態が４月１６日に全国に宣言されました。今回の

宣言を受け、協議した結果登校日について下記のとおり中止とさせていただきます。 

皆様には大変ご心配や、ご苦労をおかけしておりますが、引き続きご協力とご理解

を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

１． 毎週火曜日と金曜日の登校日を中止します。（再開は５月７日を予定しています。） 

２． 臨時休校中、児童は原則自宅待機とし、不要な外出や友達同士で遊びに行くなど

はお控えください。 

 

 

 

 


